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(57)【要約】
【課題】永久磁石を含む磁性可動体をコイル中心軸線に
平行な方向へ直線移動させる有極電磁継電器の、応答性
を改善し、外形寸法及び製造コストを削減する。
【解決手段】有極電磁継電器の接極子は、永久磁石をそ
の磁化方向に挟持するとともに磁化方向をコイル中心軸
線に平行に方向付けて配置される第１及び第２の導電板
要素を有する。接極子は、第１の導電板要素の一部分を
、電磁石の鉄心頭部の外縁領域と継鉄主部分の末端領域
との間に挿入した状態で、コイル中心軸線に平行な方向
へ直線移動可能に設置される。電磁石に使用されるコイ
ル組立９０は、中心軸線９２ａを有するコイル９２と、
コイル９２が巻き付けられる巻枠９４と、コイル中心軸
線９２ａに直交する方向へ整列して巻枠９４に支持され
、コイル９２を形成する導線９６がそれぞれに接続され
る４個のコイル端子９８、１００、１０２、１０４とを
備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基部と、該基部に組み付けられる電磁石装置と、該電磁石装置から絶縁されて該基部に
組み付けられる接点部と、該電磁石装置と該接点部との間に配置され、該電磁石装置の作
用により移動して該接点部を開閉動作させる力伝達部材とを具備し、該電磁石装置が、電
磁石と、該電磁石によって駆動される接極子と、該接極子に担持される永久磁石とを備え
て構成される、有極電磁継電器において、
　前記電磁石は、中心軸線を有するコイルと、該コイルの該中心軸線に沿って配置される
軸部及び該軸部の軸線方向一端から該コイルの径方向外方へ延長される頭部を有する鉄心
と、該鉄心の該軸部の軸線方向他端に連結されて該コイルの外側に延設され、該中心軸線
に略平行に延びる主部分を含む継鉄とを備え、該鉄心の該頭部の外縁領域と該継鉄の該主
部分の末端領域とが互いに対向かつ離間して配置され、
　前記接極子は、前記永久磁石をその磁化方向に挟持するとともに該磁化方向を前記コイ
ルの前記中心軸線に平行に方向付けて配置される第１及び第２の導電板要素を有し、該第
１の導電板要素の一部分を、前記鉄心の前記頭部の前記外縁領域と前記継鉄の前記主部分
の前記末端領域との間に挿入した状態で、前記中心軸線に平行な方向へ直線移動可能に設
置され、
　前記力伝達部材は、前記電磁石の駆動による前記中心軸線に平行な方向への前記接極子
の直線移動に伴い、前記中心軸線に平行な方向へ直線移動して、前記接点部を開閉動作さ
せるように構成され、
　前記電磁石は、前記コイルが巻き付けられる巻枠と、前記コイルの前記中心軸線に直交
する方向へ整列して該巻枠に支持され、前記コイルを形成する導線がそれぞれに接続され
る４個のコイル端子とを備えること、
を特徴とする有極電磁継電器。
【請求項２】
　前記４個のコイル端子は、それらの整列方向に見て両端に位置する第１及び第２のコイ
ル端子と、該第１及び第２のコイル端子の間で該第１のコイル端子に近い側に位置する第
３のコイル端子と、該第１及び第２のコイル端子の間で該第２のコイル端子に近い側に位
置する第４のコイル端子とを含み、前記コイルは、該第１及び第３のコイル端子に接続さ
れる前記導線により１つの励磁回路を構成するとともに、該第２及び第４のコイル端子に
接続される前記導線により他の１つの励磁回路を構成する、請求項１に記載の有極電磁継
電器。
【請求項３】
　前記コイルが２本の前記導線を有し、１本の前記導線の両線端部が前記第１及び第３の
コイル端子に接続されるとともに、他の１本の前記導線の両線端部が前記第２及び第４の
コイル端子に接続されて、互いに電気的に絶縁された２つの前記励磁回路が構成される、
請求項２に記載の有極電磁継電器。
【請求項４】
　前記基部は、前記電磁石を部分的に収容して、前記電磁石と前記接点部との間に介在す
る筒状壁を有し、該筒状壁の外面に、前記コイルの前記中心軸線に平行な方向へ延びる溝
が形成され、前記力伝達部材は、該溝に摺動式に係合する突起を有する、請求項１～３の
いずれか１項に記載の有極電磁継電器。
【請求項５】
　前記接極子の前記第１の導電板要素は、前記鉄心の前記頭部の前記外縁領域と前記継鉄
の前記主部分の前記末端領域との間に挿入される前記一部分の、前記コイルに対向する外
縁に、前記コイルの外周形状に対応する湾曲形状の凹所を有する、請求項１～４のいずれ
か１項に記載の有極電磁継電器。
【請求項６】
　前記接極子の前記第１及び第２の導電板要素は、導電板素材から打抜き成形した結果の
ダレを縁に有する表面と、該表面の反対側の裏面とを各々に備えて、該裏面を互いに対向
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させた配置で前記力伝達部材に固定され、前記第１及び第２の導電板要素の各々に、前記
力伝達部材に対する該表面及び該裏面の向きを明示する印が設けられる、請求項１～５の
いずれか１項に記載の有極電磁継電器。
【請求項７】
　前記接極子の前記第１及び第２の導電板要素の少なくとも一方は、前記表面及び前記裏
面の少なくとも一方に埋め込まれた非磁性金属層を一体的に備える、請求項１～６のいず
れか１項に記載の有極電磁継電器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有極電磁継電器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有極電磁継電器において、電磁石及び永久磁石を含む電磁石装置と、複数の接点部材を
含む接点部とを、互いに絶縁して基部に組み付けるとともに、電磁石装置と接点部との間
に、電磁石装置の作用により移動して接点部の接点部材を開閉動作させる力伝達部材を設
置したものが知られている。例えば特許文献１は、この種の有極電磁継電器であって、電
磁石装置が、一対の鉄板の間に永久磁石を挟持してなる磁性可動体（接極部と称されてい
る）を、電磁石の励磁によりコイルの中心軸線に平行な方向へ直線移動させるように構成
される有極電磁継電器を開示する。このような電磁石装置の構成は、永久磁石を含む磁性
可動体を電磁石の励磁によりコイル中心軸線に直交する方向へ直線移動させる構成に比べ
て、一般に、コイル径方向への電磁継電器の外形寸法を効果的に削減できる利点を有する
。
【０００３】
　特許文献１に開示される有極電磁継電器では、大小２個のコ字形の鉄板が、それらの中
央部分の間に磁石をその磁化方向へ挟持して組み合わされ、それにより、磁性可動体の長
手方向各端部に、磁石による磁極をそれぞれに形成した両鉄板の端部分が互いに対向して
配置される。また、電磁石の鉄心は、同様にコ字形の部材であって、その長手方向両端部
分がコイルの径方向外方へ延出して配置される。磁性可動体の長手方向各端部では、互い
に異なる磁極を形成した一対の鉄板の端部分の間に、電磁石の鉄心の端部分が挿入される
。磁性可動体は、モールド部品である力伝達部材に一体的に組み込まれ、上記相対配置の
下で電磁石が作動することにより、力伝達部材が磁性可動体と共に直線移動して、接点部
を開閉動作させる。
【０００４】
　また、有極電磁継電器において、電磁石が、コイルを形成する導線を巻き付ける巻枠と
、巻枠に固定して支持され、コイルの導線をそれぞれに接続する３個以上のコイル端子と
を備えるものが知られている（例えば特許文献２参照）。この種の有極電磁継電器では、
コイルに、３個以上のコイル端子のうちいずれか２個のコイル端子からなる端子対をそれ
ぞれに含む２つの励磁回路を構成させることで、動作状態（すなわちメーク接点閉成状態
）と復帰状態（すなわちブレーク接点閉成状態）との迅速な切り換えが可能で、しかもい
ずれの状態においても接点部を安定して接点閉成状態に保持できる利点が得られる。
【０００５】
　なお、本願の出願人は、永久磁石を含む磁性可動体を電磁石の励磁によりコイルの中心
軸線に平行な方向へ直線移動させる電磁石装置を備えた有極電磁継電器において、磁性可
動体の構造及びその駆動構成を単純化した発明を開示する先行出願（特願２００７－２５
５３７７）を、本願に先立って出願している。
【０００６】
【特許文献１】特開昭５８－１８１２２７号公報
【特許文献２】特開２００５－２４３３６７号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記した特許文献１に開示される有極電磁継電器では、磁性可動体を構成する一対のコ
字形鉄板が、電磁石のコ字形鉄心の全長に相当する長さを有するので、力伝達部材を含む
可動部の寸法及び重量が比較的大きくなり、結果として継電器の応答性（すなわち動作時
間）及び外形寸法に影響が及ぼされる危惧がある。また、電磁石のコ字形鉄心と磁性可動
体の両コ字形鉄板とが、それぞれの長手方向両端で同時に磁気作用を及ぼし合う構成であ
るから、動作性能のばらつきを低減するためには、各構成部品の寸法精度を向上させる必
要があり、結果として製造コストが上昇することが懸念される。
【０００８】
　また、上記した特許文献２に記載されるように、電磁石が３個以上のコイル端子を備え
る有極電磁継電器においては、それらコイル端子のそれぞれに導線を結線して巻枠上にコ
イルを形成する自動巻線作業を、安全かつ正確に実施することが課題となっている。
【０００９】
　上記した先行出願は、これらの課題を解決する発明の幾つかの実施形態を開示している
。
【００１０】
　本発明の目的は、永久磁石を含む磁性可動体を電磁石の励磁によりコイルの中心軸線に
平行な方向へ直線移動させる電磁石装置を備えた有極電磁継電器において、磁性可動体の
構造及びその駆動構成を単純化することで、応答性（動作時間）を改善でき、しかも外形
寸法及び製造コストを効果的に削減できる有極電磁継電器を、先行出願に開示した実施形
態とは異なる形態で提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、基部と、基部に組み付けられる
電磁石装置と、電磁石装置から絶縁されて基部に組み付けられる接点部と、電磁石装置と
接点部との間に配置され、電磁石装置の作用により移動して接点部を開閉動作させる力伝
達部材とを具備し、電磁石装置が、電磁石と、電磁石によって駆動される接極子と、接極
子に担持される永久磁石とを備えて構成される、有極電磁継電器において、電磁石は、中
心軸線を有するコイルと、コイルの中心軸線に沿って配置される軸部及び軸部の軸線方向
一端からコイルの径方向外方へ延長される頭部を有する鉄心と、鉄心の軸部の軸線方向他
端に連結されてコイルの外側に延設され、中心軸線に略平行に延びる主部分を含む継鉄と
を備え、鉄心の頭部の外縁領域と継鉄の主部分の末端領域とが互いに対向かつ離間して配
置され、接極子は、永久磁石をその磁化方向に挟持するとともに磁化方向をコイルの中心
軸線に平行に方向付けて配置される第１及び第２の導電板要素を有し、第１の導電板要素
の一部分を、鉄心の頭部の外縁領域と継鉄の主部分の末端領域との間に挿入した状態で、
中心軸線に平行な方向へ直線移動可能に設置され、力伝達部材は、電磁石の駆動による中
心軸線に平行な方向への接極子の直線移動に伴い、中心軸線に平行な方向へ直線移動して
、接点部を開閉動作させるように構成され、電磁石は、コイルが巻き付けられる巻枠と、
コイルの中心軸線に直交する方向へ整列して巻枠に支持され、コイルを形成する導線がそ
れぞれに接続される４個のコイル端子とを備えること、を特徴とする有極電磁継電器を提
供する。
【００１２】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の有極電磁継電器において、４個のコイル端
子は、それらの整列方向に見て両端に位置する第１及び第２のコイル端子と、第１及び第
２のコイル端子の間で第１のコイル端子に近い側に位置する第３のコイル端子と、第１及
び第２のコイル端子の間で第２のコイル端子に近い側に位置する第４のコイル端子とを含
み、コイルは、第１及び第３のコイル端子に接続される導線により１つの励磁回路を構成
するとともに、第２及び第４のコイル端子に接続される導線により他の１つの励磁回路を
構成する、有極電磁継電器を提供する。
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【００１３】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の有極電磁継電器において、コイルが２本の
導線を有し、１本の導線の両線端部が第１及び第３のコイル端子に接続されるとともに、
他の１本の導線の両線端部が第２及び第４のコイル端子に接続されて、互いに電気的に絶
縁された２つの励磁回路が構成される、有極電磁継電器を提供する。
【００１４】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか１項に記載の有極電磁継電器におい
て、基部は、電磁石を部分的に収容して、電磁石と接点部との間に介在する筒状壁を有し
、筒状壁の外面に、コイルの中心軸線に平行な方向へ延びる溝が形成され、力伝達部材は
、溝に摺動式に係合する突起を有する、有極電磁継電器を提供する。
【００１５】
　請求項５に記載の発明は、請求項１～４のいずれか１項に記載の有極電磁継電器におい
て、接極子の第１の導電板要素は、鉄心の頭部の外縁領域と継鉄の主部分の末端領域との
間に挿入される一部分の、コイルに対向する外縁に、コイルの外周形状に対応する湾曲形
状の凹所を有する、有極電磁継電器を提供する。
【００１６】
　請求項６に記載の発明は、請求項１～５のいずれか１項に記載の有極電磁継電器におい
て、接極子の第１及び第２の導電板要素は、導電板素材から打抜き成形した結果のダレを
縁に有する表面と、表面の反対側の裏面とを各々に備えて、裏面を互いに対向させた配置
で力伝達部材に固定され、第１及び第２の導電板要素の各々に、力伝達部材に対する表面
及び裏面の向きを明示する印が設けられる、有極電磁継電器を提供する。
【００１７】
　請求項７に記載の発明は、請求項１～６のいずれか１項に記載の有極電磁継電器におい
て、接極子の第１及び第２の導電板要素の少なくとも一方は、表面及び裏面の少なくとも
一方に埋め込まれた非磁性金属層を一体的に備える、有極電磁継電器を提供する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、接極子と永久磁石とを含む磁性可動体の移動方向、永久磁石の磁化方
向、及び力伝達部材の移動方向を、いずれもコイル中心軸線に平行な方向としたことによ
り、磁性可動体の構造及びその駆動構成が単純化される。その結果、有極電磁継電器の応
答性（動作時間）が改善されるとともに、外形寸法及び製造コストが効果的に削減される
。また、電磁石の４個のコイル端子が、コイル中心軸線に直交する方向へ整列して巻枠に
支持されているから、個々のコイル端子に導線を結線して巻枠上にコイルを形成する自動
巻線作業を、断線等の欠陥を生じることなく安全かつ正確に実施することができる。
【００１９】
　また、４個のコイル端子を用いて、コイルが２つの励磁回路を構成するようにすれば、
動作状態（すなわちメーク接点閉成状態）と復帰状態（すなわちブレーク接点閉成状態）
との迅速な切り換えが可能で、しかもいずれの状態においても接点部を安定して接点閉成
状態に保持できるものとなる。
【００２０】
　このとき、２つの励磁回路を互いに電気的に絶縁することで、それら励磁回路用の２つ
のコイル部分を巻枠に径方向へ重ねて巻き付ける場合に、それらコイル部分を互いに線径
の異なる導線で形成することにより、両コイル部分の巻線効率を均等化することができる
。
【００２１】
　基部の筒状壁に溝を設けるとともに、溝に係合する突起を力伝達部材に設けた場合には
、溝と突起とが互いに協働して、電磁石装置の作動時に、力伝達部材をコイル中心軸線に
平行な方向へ案内する。
【００２２】
　接極子の第１の導電板要素に凹所を形成すれば、鉄心頭部及び継鉄主部分に交互に吸着
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される第１の導電板要素の寸法を、所要の吸着力及び剛性を確保できる範囲に維持しつつ
、接極子をコイルに可及的に接近させて配置することができる。その結果、遊休空間が排
除され、有極電磁継電器の小形化（特に低背化）が促進される。
【００２３】
　第１及び第２の導電板要素の各々に、力伝達部材に対する表面及び裏面の向きを明示す
る印を設ければ、作業者は、印を目視確認することで、各導電板要素の表裏を正確に方向
付けて力伝達部材に固定することができる。
【００２４】
　第１及び第２の導電板要素の少なくとも一方が、表面及び裏面の少なくとも一方に埋め
込まれた非磁性金属層を一体的に備える構成とすれば、接極子が鉄心頭部と継鉄主部分と
の間で受ける磁気吸引力を適宜に調整でき、しかも、導電板要素が鉄心頭部及び継鉄主部
分に対し衝突を繰返した場合にも、めっきに比べて剥離等の構造的欠陥を生じ難いから、
長期に渡り、接極子が受ける磁気吸引力を適正に調整した状態を維持することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態を詳細に説明する。全図面に渡り、対
応する構成要素には共通の参照符号を付す。
　まず、図１及び図２を参照して、先行出願（特願２００７－２５５３７７）に本発明の
関連技術として記載した有極電磁継電器１０の構成を説明する。
【００２６】
　有極電磁継電器１０は、基部１２と、基部１２に組み付けられる電磁石装置１４と、電
磁石装置１４から絶縁されて基部１２に組み付けられる接点部１６と、電磁石装置１４と
接点部１６との間に配置され、電磁石装置１４の作用により移動して接点部１６を開閉動
作させる力伝達部材１８とを備える。
【００２７】
　基部１２は、電気絶縁性の樹脂成形品からなり、電磁石装置１４を設置する第１部分２
０と、接点部１６を設置する第２部分２２とを一体に備える（図１）。第１部分２０は、
電磁石装置１４の一部を包囲する筒状壁２４を有する。また第２部分２２は、接点部１６
の後述する複数の接点部材を個別に取り付ける複数の取付孔（図示せず）を有する。第１
部分２０の筒状壁２４は、電磁石装置１４と接点部１６との間に介在して両者間の電気的
絶縁を確保する。
【００２８】
　電磁石装置１４は、電磁石２６と、電磁石２６によって駆動される接極子２８と、接極
子２８に担持される永久磁石３０とを備える。図２に示すように、電磁石２６は、巻枠３
２と、巻枠３２に巻き付けて支持され、中心軸線３４ａを有するコイル３４と、巻枠３２
に受容される鉄心３６と、鉄心３６に連結されてコイル３４の外側に延設される継鉄３８
とを備える。巻枠３２は、電気絶縁性の樹脂成形品であり、所定長さを有する中空円筒状
の胴部４０と、胴部４０の長手方向両端に設けられる環状平板状の第１及び第２鍔部４２
、４４とを有する。コイル３４は、巻枠３２の胴部４０に導線の所要長さ部分を密に巻着
して形成され、巻枠３２の両鍔部４２、４４の間に固定的に保持される。
【００２９】
　鉄心３６は、例えば磁性鋼から形成される柱状部材であり、コイル３４の中心軸線３４
ａに沿って配置されて巻枠３２の胴部４０に収容される円柱状の軸部４６と、軸部４６の
軸線方向一端からコイル３４の径方向外方へ延長される平板状の頭部４８とを一体に備え
る（図２）。鉄心３６の頭部４８は、巻枠３２の第１鍔部４２の外面上に露出して配置さ
れ、その外縁領域４８ａが、第１鍔部４２からコイル径方向外方へ僅かに突出する。
【００３０】
　継鉄３８は、例えば磁性鋼から形成されるＬ字板状部材であり、鉄心３６の軸部４６の
、頭部４８とは反対側の軸線方向他端４６ａに、例えばかしめにより固定的に連結されて
、コイル３４の周辺に磁路を形成する（図２）。継鉄３８は、鉄心３６の軸部４６に連結
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されて巻枠３２の第２鍔部４４に沿って配置される短尺の連結部分５０と、連結部分５０
に略直交して配置され、コイル３４の一側方に離間してコイル中心軸線３４ａに略平行に
延びる長尺の主部分５２とを一体に備える。継鉄３８の主部分５２の末端領域５２ａは、
巻枠３２の第１鍔部４２の側方近傍で、鉄心３６の頭部４８の外縁領域４８ａに対し、所
定間隔を空けて対向配置される。
【００３１】
　接極子２８は、互いに同一形状でそれぞれが例えば磁性鋼から形成される平板状の第１
及び第２の導電板要素５４、５６を有する。また、永久磁石３０は、直方体形状を有し、
最長縁を含む一対の側面に、それぞれＮ極及びＳ極が形成される。第１及び第２の導電板
要素５４、５６は、互いに間隔を空けて対面配置され、両者間に永久磁石３０をその磁化
方向（図示のＮＳ極間の磁界の方向）に固定的に挟持するとともに、この磁化方向をコイ
ル３４の中心軸線３４ａに平行に方向付けて、巻枠３２の第１鍔部４２の側方近傍に配置
される（図２）。
【００３２】
　接極子２８（第１及び第２の導電板要素５４、５６）は、永久磁石３０と協働して、電
磁石２６の励磁により移動する磁性可動体を構成する。この磁性可動体は、第１の導電板
要素５４の一部分（図で下半部分）５４ａを、鉄心３６の頭部４８の外縁領域４８ａと継
鉄３８の主部分５２の末端領域５２ａとの間に挿入した状態で、コイル中心軸線３４ａに
平行な方向（図２の矢印α方向）へ直線往復移動可能に設置される。したがって、接極子
２８の往復移動範囲は、第１の導電板要素５４の下半部分５４ａが、鉄心３６の頭部４８
の外縁領域４８ａと継鉄３８の主部分５２の末端領域５２ａとのそれぞれに当接される位
置を、前後両端の移動限界点として規定される。
【００３３】
　図２に示すように、接点部１６は、力伝達部材１８に連動する可動接点５８を担持する
可動接点ばね部材６０と、可動接点ばね部材６０の一方の面に離間かつ対向して配置され
、可動接点５８に接触可能に対向するメーク固定接点６２を担持する第１の固定接点部材
６４と、第１の固定接点部材６４とは反対側で可動接点ばね部材６０の他方の面に離間か
つ対向して配置され、可動接点５８に接触可能に対向するブレーク固定接点６６を担持す
る第２の固定接点部材６８とを備えて構成される。可動接点ばね部材６０は、例えばばね
用燐青銅の薄板から打ち抜いて形成され、力伝達部材１８から受ける力に応じて、所要の
ばね付勢力を発揮する。これら３個の接点部材６０、６４、６８を含む接点部１６は、第
２の固定接点部材６８が基部１２の筒状壁２４（図１）を介して電磁石２６に近い側に配
置されるとともに、それぞれの接点５８、６２、６６が電磁石２６のコイル３４の中心軸
線３４ａに平行な方向へ整列するように配置される。
【００３４】
　可動接点ばね部材６０が担持する可動接点５８は、基部１２の第２部分２２（図１）の
上方で、前述した磁性可動体（接極子２８及び永久磁石３０）の直線移動動作に対応して
揺動的に変位して、その揺動方向に対向するメーク固定接点６２及びブレーク固定接点６
６に対し、交互的に接点開閉動作できるようになっている。なお、可動接点５８は、メー
ク固定接点６２に接触するメーク可動接点要素５８ａと、ブレーク固定接点６６に接触す
るブレーク可動接点要素５８ｂとを含む（図２）。
【００３５】
　力伝達部材１８は、平面視で略矩形の枠状部材であり、例えば樹脂材料から一体成形さ
れる。力伝達部材１８は、その矩形輪郭の長軸を、電磁石２６のコイル３４の中心軸線３
４ａに平行な方向へ配置して、基部１２の筒状壁２４の上端部分７０（図１）に、長手方
向摺動可能に支持される。力伝達部材１８の長手方向一端には、接点部１６の可動接点ば
ね部材６０に係合する一対の着力点７２が設けられる。また、力伝達部材１８の長手方向
他端領域には、接極子２８が、第１及び第２の導電板要素５４、５６の間に永久磁石３０
を挟持した状態で、固定して連結される。図示実施形態では、力伝達部材１８の長手方向
他端領域に、接極子２８及び永久磁石３０を固定的に受容する空所７４（図１）が形成さ
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れ、この空所７４に接極子２８及び永久磁石３０が、例えば圧入や接着剤使用により固定
される。接極子２８及び永久磁石３０を適正に固定した力伝達部材１８を、基部１２の筒
状壁２４及び接点部１６の可動接点ばね部材６０に適正に取り付けると、接極子２８及び
永久磁石３０と電磁石２６とが、前述した相対配置に位置決めされる。
【００３６】
　有極電磁継電器１０は、電磁石装置１４、接点部１６及び力伝達部材１８を収容して基
部１２に固定されるケース７６をさらに備える（図１）。ケース７６は、直方体輪郭を有
する電気絶縁性の樹脂成形品からなり、直方体輪郭の一面に相当する部分に、電磁石装置
１４、接点部１６及び力伝達部材１８を内部に挿入するための開口７８が画定される。他
方、基部１２は、ケース７６に固定されたときにケース７６から露出して外方へ隆起する
隆起部分８０ａを含む底壁８０を有する。基部１２の底壁８０には、隆起部分８０ａを囲
繞する略平坦な環状面（図示せず）が形成され、この環状面に沿って、ケース７６を基部
１２に固定するための接着剤（図示せず）が塗布される。
【００３７】
　以下、有極電磁継電器１０の動作を説明する。力伝達部材１８は、電磁石２６の駆動に
よる前述した接極子２８のコイル中心軸線３４ａに平行な方向への直線移動に伴い、同様
にコイル中心軸線３４ａに平行な方向へ直線移動して、接極子２８の動作を接点部１６の
可動接点ばね部材６０に伝達し、以って接点部１６を開閉動作させる。ここで、可動接点
ばね部材６０は、それ自体のばね作用により、可動接点５８を第１の固定接点部材６４の
メーク固定接点６２から離れる方向へ弾性付勢し、外力を受けていない状態では、可動接
点５８（ブレーク可動接点要素５８ｂ）を第２の固定接点部材６８のブレーク固定接点６
６に押し付けるように構成されている。
【００３８】
　したがって、電磁石２６の休止（非励磁）時には、接極子２８は、力伝達部材１８を介
して伝達される可動接点ばね部材６０のばね付勢力の下で、第１の導電板要素５４の下半
部分５４ａが、継鉄３８の主部分５２の末端領域５２ａから離隔して鉄心３６の頭部４８
の外縁領域４８ａに当接される休止位置に置かれる。このとき、第１の導電板要素５４と
鉄心３６の頭部４８との間には、永久磁石３０による磁気吸引力が作用し、それにより接
点部１６は、可動接点５８がブレーク固定接点６６に導通接触するブレーク接点閉成位置
に静止保持される。
【００３９】
　この休止位置で、電磁石２６がメーク接点閉成方向へ作動する（励磁される）と、電磁
石２６と永久磁石３０との相乗的に作用する磁気吸引力により、接極子２８は、第１の導
電板要素５４の下半部分５４ａが継鉄３８の主部分５２の末端領域５２ａに当接されると
ともに、第２の導電板要素５６の下半部分５６ａが鉄心３６の頭部４８の外縁領域４８ａ
に当接される第１の作動位置に変位する（図２）。接極子２８のこの直線的な変位動作が
、接極子２８と一体的に直線移動する力伝達部材１８により、接点部１６の可動接点ばね
部材６０に伝達される。第１の作動位置では、第１の導電板要素５４と継鉄主部分５２と
の間、及び第２の導電板要素５６と鉄心頭部４８との間に、電磁石２６及び永久磁石３０
による相乗的な磁気吸引力が作用し、それにより接点部１６は、可動接点ばね部材６０の
ばね付勢力に抗して、可動接点５８がメーク固定接点６２に導通接触するメーク接点閉成
位置に安定して静止保持される。
【００４０】
　上記した第１の作動位置で電磁石の励磁を止めると、接極子２８は、永久磁石３０の作
用により第１の作動位置に保持され、したがって接点部１６も、メーク接点閉成位置に静
止保持される。そこで、電磁石２６をブレーク接点閉成方向へ作動させる（励磁する）と
、電磁石２６と永久磁石３０との間の磁気反発力により、接極子２８は、第１の導電板要
素５４の下半部分５４ａが継鉄３８の主部分５２の末端領域５２ａから離隔して鉄心３６
の頭部４８の外縁領域４８ａに当接される第２の作動位置に変位する。この変位動作の間
、力伝達部材１８は、接点部１６の可動接点ばね部材６０のばね付勢力を、接極子２８に
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伝えるようにも作用する。第２の作動位置では、第１の導電板要素５４と鉄心頭部４８と
の間に、電磁石２６及び永久磁石３０による相乗的な磁気吸引力が作用し、それにより接
点部１６は、可動接点５８がブレーク固定接点６６に導通接触するブレーク接点閉成位置
に安定して静止保持される。
【００４１】
　上記構成を有する有極電磁継電器１０は、電磁石装置１４が、磁性可動体である接極子
２８及び永久磁石３０を、電磁石２６の作動によりコイル３４の中心軸線３４ａに平行な
方向へ直線移動させる構成を有するものであるから、継電器全体のコイル径方向への外形
寸法を効果的に削減できる利点を有する。しかも、接極子２８を構成する第１及び第２の
導電板要素５４、５６が、永久磁石３０をその磁化方向に挟持するとともに磁化方向をコ
イル中心軸線３４ａに平行に方向付けるように構成されているから、接極子２８と永久磁
石３０とからなる磁性可動体の構造を単純化及び小形化できる。さらに、電磁石２６が、
鉄心３６とは別部材として、コイル外部に所望の磁路を形成できる継鉄３８を用いて、コ
イル周辺の所望位置に、電磁石２６の鉄心３６の頭部４８の外縁領域４８ａと継鉄３８の
主部分５２の末端領域５２ａとが互いに対向かつ離間して配置される接極子駆動空間を容
易に確保できるようにしているから、電磁石２６と接極子２８との相対配置の自由度が向
上する。そして、接極子２８が、第１の導電板要素５４の一部分５４ａを、この接極子駆
動空間に挿入した状態で、コイル中心軸線３４ａに平行な方向へ直線移動可能に設置され
ているから、主として第１の導電板要素５４の形状及び寸法を最適化することで、接極子
２８の動作精度を確保できる。このように、有極電磁継電器１０においては、接極子２８
と永久磁石３０とを含む磁性可動体の移動方向、永久磁石３０の磁化方向、並びに力伝達
部材１８の移動方向を、いずれもコイル中心軸線３４ａに平行な方向としたことにより、
磁性可動体の構造及びその駆動構成が単純化され、以って、有極電磁継電器１０の応答性
（動作時間）が改善されるとともに、外形寸法及び製造コストが効果的に削減される。
【００４２】
　また、上記構成を有する有極電磁継電器１０では、接極子２８が、第１及び第２の導電
板要素５４、５６の間に永久磁石３０を挟持した状態で、力伝達部材１８に固定して連結
されるので、接極子２８の直線移動動作を力伝達部材１８が効率良く正確に接点部１６に
伝達できる。しかも、力伝達部材１８が、コイル中心軸線３４ａに平行な方向へ長軸を配
置する矩形輪郭を有して、その長手方向一端に接点部１６への着力点７２を備えるととも
に、長手方向他端領域（空所７４）に接極子２８を固定する構成であるから、接極子２８
及び永久磁石３０を含む磁性可動体と接点部１６との間を十分に離隔して、両者間の電気
的及び磁気的な影響を可及的に低減することができる。
【００４３】
　有極電磁継電器１０において、電磁石２６の巻枠３２は、その第１鍔部４２（図２）か
ら外方へ延長される延長部分８２（図１）をさらに備える。巻枠３２の延長部分８２には
、コイル３４を形成する導線８４がそれぞれに接続される３個のコイル端子８６が、コイ
ル中心軸線３４ａに直交する方向へ整列して、固定して支持される。なお、巻枠３２、コ
イル３４及びコイル端子８６から構成される組立体（つまり電磁石２６から鉄心３６及び
継鉄３８を除去したもの）を、本願では「コイル組立」と称する。
【００４４】
　次に、図３～図７を参照して、本発明に係る有極電磁継電器の構成を説明する。なお、
本発明に係る有極電磁継電器は、主としてコイル組立の構成が異なることを除いて、前述
した有極電磁継電器１０と実質的同一の構成を有するので、対応する構成要素には共通の
参照符号を付して、その詳細な説明を省略する。
【００４５】
　図３は、本発明に係る有極電磁継電器のコイル組立９０を示す。コイル組立９０は、前
述した有極電磁継電器１０のコイル組立と置換して、電磁石２６（図１）を構成すること
ができるものであり、それにより、本発明の一実施形態による有極電磁継電器が提供され
る。
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【００４６】
　コイル組立９０は、中心軸線９２ａを有するコイル９２と、コイル９２が巻き付けられ
る巻枠９４と、巻枠９４に固定して支持され、コイル９２を形成する導線９６がそれぞれ
に接続される４個のコイル端子９８、１００、１０２、１０４とを備える。巻枠９４は、
有極電磁継電器１０の巻枠３２と同様に、中空円筒状の胴部１０６と、胴部１０６の長手
方向両端に設けられる環状平板状の第１及び第２鍔部１０８、１１０と、第１鍔部１０８
から外方へ延長される延長部分１１２とを備える。コイル９２は、巻枠９４の胴部１０６
に導線９６の所要長さ部分を密に巻着して形成され、巻枠９４の両鍔部１０８、１１０の
間に固定的に保持される。４個のコイル端子９８、１００、１０２、１０４は、巻枠９４
の延長部分１１２に、コイル中心軸線９２ａに直交する方向へ整列して略等間隔に配置さ
れている。
【００４７】
　コイル９２は、４個のコイル端子９８、１００、１０２、１０４のうちいずれか２個の
コイル端子からなる端子対をそれぞれに含む２つの励磁回路を構成する。具体的には、整
列方向に見て両端に位置する第１及び第２コイル端子９８、１００と、第１及び第２のコ
イル端子９８、１００の間で第１のコイル端子９８に近い側に位置する第３のコイル端子
１０２と、第１及び第２のコイル端子９８、１００の間で第２のコイル端子１００に近い
側に位置する第４のコイル端子１０４とに対し、図示のように一対のコイル電源１１４が
切り換え可能に接続されて、第１及び第３コイル端子９８、１０２が１つの励磁回路１１
６ａの端子対を構成し、第２及び第４コイル端子１００、１０４が他の１つの励磁回路１
１６ｂの端子対を構成するようになっている。これら励磁回路１１６ａ、１１６ｂはそれ
ぞれ、コイル組立９０を有する電磁石（例えば電磁石２６）をメーク接点閉成方向及びブ
レーク接点閉成方向に励磁するための回路であって、図示構成では、コイル９２の導線９
６は、いずれの励磁回路１１６ａ、１１６ｂにおいても巻枠胴部１０６に同一方向へ巻着
されている。
【００４８】
　４個のコイル端子９８、１００、１０２、１０４の各々は、導線９６が接続される絡げ
部分９８ａ、１００ａ、１０２ａ、１０４ａと、絡げ部分９８ａ、１００ａ、１０２ａ、
１０４ａから離隔した端末部分９８ｂ、１００ｂ、１０２ｂ、１０４ｂとを有し、絡げ部
分９８ａ、１００ａ、１０２ａ、１０４ａと端末部分９８ｂ、１００ｂ、１０２ｂ、１０
４ｂとが巻枠９４の外方へ突出して配置される。また、巻枠９４は、２つの励磁回路１１
６ａ、１１６ｂのそれぞれの端子対における一方のコイル端子（図では第１及び第２コイ
ル端子９８、１００）の絡げ部分（図では絡げ部分９８ａ、１００ａ）が突出する側の第
１表面（図では延長部分１１２の第１表面１１２ａ）と、第１表面の反対側であって、当
該一方のコイル端子の端末部分（図では端末部分９８ｂ、１００ｂ）が突出する側の第２
表面（図では延長部分１１２の第２表面１１２ｂ）とを備える。
【００４９】
　さらに詳述すれば、図示実施形態では、第１及び第２コイル端子９８、１００は、巻枠
９４の延長部分１１２の第１表面１１２ａからコイル中心軸線９２ａに略直交する方向へ
突出する一端の絡げ部分９８ａ、１００ａと、延長部分１１２の第２表面１１２ｂからコ
イル中心軸線９２ａに略直交する方向へ突出する他端の端末部分９８ｂ、１００ｂとをそ
れぞれに有し、絡げ部分９８ａ、１００ａ同士及び端末部分９８ｂ、１００ｂ同士を互い
に平行に配置して延長部分１１２に設置される。他方、第３及び第４コイル端子１０２、
１０４は、巻枠９４の延長部分１１２からコイル中心軸線９２ａに略平行な方向へ突出す
る一端の絡げ部分１０２ａ、１０４ａと、延長部分１１２の第２表面１１２ｂからコイル
中心軸線９２ａに略直交する方向へ突出する他端の端末部分１０２ｂ、１０４ｂとをそれ
ぞれに有し、端末部分１０２ｂ、１０４ｂを第１及び第２コイル端子９８、１００の端末
部分９８ｂ、１００ｂに平行に配置して延長部分１１２に設置される。このような端子形
態により、コイル組立９０を作製するための、既存の巻線機を用いた自動巻線作業を、円
滑に遂行することができる。
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【００５０】
　このように、上記したコイル組立９０では、４個のコイル端子９８、１００、１０２、
１０４が、巻枠９４の第１鍔部１０８から外方へ延長される延長部分１１２に、コイル中
心軸線９２ａに直交する方向へ整列して固定的に支持されているから、個々のコイル端子
９８、１００、１０２、１０４に導線９６を結線して巻枠９４上にコイル９２を形成する
自動巻線作業を、断線等の欠陥を生じることなく安全かつ正確に実施することができる。
したがって、コイル組立９０を有する電磁石２６（図１）を備えた本発明の一実施形態に
よる有極電磁継電器は、コイル組立９０の歩留まりを向上させて製造コストを削減でき、
安価でかつ構造信頼性に優れた高品質のものとなる。また、この有極電磁継電器は、コイ
ル９２が２つの励磁回路１１６ａ、１１６ｂを構成しているから、動作状態（すなわちメ
ーク接点閉成状態）と復帰状態（すなわちブレーク接点閉成状態）との迅速な切り換えが
可能で、しかもいずれの状態においても接点部１６（図１）を安定して接点閉成状態に保
持できるものである。
【００５１】
　上記したコイル組立９０では、連続する１本の導線９６によってコイル９２の全体を形
成し、第１及び第２コイル端子９８、１００に導線９６の両線端部をそれぞれ接続すると
ともに、第３及び第４コイル端子１０２、１０４に導線９６の中間部を接続する構成とす
ることができる。この場合も、第１及び第３コイル端子９８、１０２が１つの励磁回路１
１６ａの端子対として機能し、かつ第２及び第４コイル端子１００、１０４が他の１つの
励磁回路１１６ｂの端子対として機能する。このような構成によれば、導線９６でコイル
９２を形成する自動巻線作業が一層迅速化され、コイル組立９０を用いた有極電磁継電器
の製造コストが削減される。
【００５２】
　或いは、連続する１本の導線９６によってコイル９２の全体を形成する代わりに、２つ
の励磁回路１１６ａ、１１６ｂのそれぞれに互いに異なる導線９６を用いて、２本の導線
９６でコイル９２を形成することもできる。この場合、１本の導線９６の両線端部が第１
及び第３コイル端子９８、１０２に接続され、他の１本の導線９６の両線端部が第２及び
第４コイル端子１００、１０４に接続されて、２つの励磁回路１１６ａ、１１６ｂが互い
に電気的に絶縁された構成となる。このような構成によれば、例えば、上記した自動巻線
作業において、巻枠９４の胴部１０６上で径方向内側に配置される（つまり先に巻かれる
）励磁回路１１６ａ用のコイル部分と、同径方向外側に配置される（つまり後で巻かれる
）励磁回路１１６ｂ用のコイル部分とを、互いに線径の異なる導線で形成することにより
、両コイル部分の巻線効率を均等化することができる。電磁石をメーク接点閉成方向及び
ブレーク接点閉成方向に励磁するための２つの励磁回路１１６ａ、１１６ｂの巻線効率を
均等化することで、接点部におけるメーク接点閉成動作及びブレーク接点閉成動作の応答
性や速度を均等化できる。
【００５３】
　上記構成を有するコイル組立９０は、４個のコイル端子９８、１００、１０２、１０４
の整列方向内側に配置される第３及び第４コイル端子１０２、１０４の絡げ部分１０２ａ
、１０４ａが予め、巻枠９４の延長部分１１２からコイル中心軸線９２ａに略平行な方向
へ突出するように形成されているから、例えばコイル組立９０を用いて図１に示す電磁石
２６を組み立てる際に、図４に示すように、鉄心３６の軸部４６を巻枠９４の第１鍔部１
０８側から胴部１０６の中に容易に挿入することができる（図４（ａ））。その後、第３
及び第４コイル端子１０２、１０４の絡げ部分１０２ａ、１０４ａを、巻枠９４の延長部
分１１２上で、第１及び第２コイル端子９８、１００の絡げ部分９８ａ、１００ａに略平
行な位置まで折り曲げることにより、ケース７６（図１）に収納可能な形態にすることが
できる（図４（ｂ））。
【００５４】
　本発明に係る有極電磁継電器は、コイル組立９０の構成以外にも、前述した有極電磁継
電器１０の構成に様々な修正を施したものとすることができる。
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　例えば、図５に示すように、基部１２は、電磁石２６を部分的に収容して電磁石２６と
接点部１６との間に介在する筒状壁２４の外面に、コイル中心軸線９２ａに平行な方向へ
延設される溝１１８を備えることができる（図５（ａ））。図示実施形態では、継鉄３８
の主部分５２を収容する筒状壁２４の上端部分７０の下側に隣接して、筒状壁２４の両側
面に一対の溝１１８が、コイル中心軸線９２ａに平行な方向へ直線状に延設される（図５
（ｂ））。他方、力伝達部材１８は、平面視で一対の長辺に相当する両側壁の内側に、筒
状壁２４の一対の溝１１８に個々に摺動式に係合する一対の突起１２０を備えることがで
きる（図５（ｂ））。対応する溝１１８及び突起１２０は、互いに協働して、電磁石装置
１４の作動時に、力伝達部材１８をコイル中心軸線９２ａに平行な方向へ案内する。なお
、図５に示す力伝達部材１８は、図１の力伝達部材１８に対し、突起１２０の周辺の材料
を除去して、より軽量化を図ったものとなっている。
【００５５】
　また、図６に示すように、接極子２８の第１の導電板要素５４は、鉄心３６の頭部４８
の外縁領域４８ａと継鉄３８の主部分５２の末端領域５２ａとの間（図２）に挿入される
一部分（下半部分）５４ａの、コイル９２に対向する側の外縁に、コイル９２の外周形状
に対応する湾曲形状の凹所１２２を有することができる。第１の導電板要素５４に凹所１
２２を設けることにより、鉄心頭部４８及び継鉄主部分５２に交互に吸着される接極子２
８の第１の導電板要素５４の寸法を、所要の吸着力及び剛性を確保できる範囲に維持しつ
つ、接極子２８をコイル９２に可及的に接近させて配置することができる。その結果、遊
休空間が排除され、有極電磁継電器の小形化（特に低背化）が促進される。なお、第２の
導電板要素５６も同様に凹所１２２を有する構成とすることで、第１及び第２の導電板要
素５４、５６に共通部品を使用できる利点が得られる（図７）。
【００５６】
　ここで、接極子２８の第１及び第２の導電板要素５４、５６は、磁性鋼板等の導電板素
材から打抜き成形した結果として、輪郭に沿った縁にダレが形成される場合がある。この
ようなダレは、例えば、第１及び第２の導電板要素５４、５６を力伝達部材１８の空所７
４（図１）に圧入する際に、導電板要素５４、５６及び力伝達部材１８の双方の損傷を防
止しつつ円滑な圧入を可能にする面取り部分１２４（図６、図７）として機能する。そこ
で、接極子２８の圧入工程に際しては、最初に第１及び第２の導電板要素５４、５６を、
そのようなダレ（面取り部分１２４）を縁に有する表面５４ｂ、５６ｂを互いに離反する
外側に向けた配置（図７）で、力伝達部材１８の空所７４に圧入している。そしてその後
に、永久磁石３０を、力伝達部材１８の空所７４内に有る第１及び第２の導電板要素５４
、５６の間に圧入する。なお、図６及び図７の例では、各導電板要素５４、５６の凹所１
２２に隣接する下縁に、打抜き成形時のダレに重ねて後加工した面取り部分１２４が形成
されている。
【００５７】
　上記圧入工程において、第１及び第２の導電板要素５４、５６の、ダレ（面取り部分１
２４）を縁に有する表面５４ｂ、５６ｂを、作業者が目視で確認し難いことに起因して、
それら導電板要素５４、５６を表裏反対の配置で力伝達部材１８の空所７４に圧入してし
まう場合がある。このような誤挿入を防止する目的で、第１及び第２の導電板要素５４、
５６の各々に、力伝達部材１８に対する表面５４ｂ、５６ｂ及びその反対側の裏面５４ｃ
、５６ｃの向きを、作業者が容易に目し確認できるように明示する印を設けることが有利
である。図６の例では、各導電板要素５４、５６の面取り部分１２４とは反対側の上縁の
一方の隅に、印として機能する切欠き１２６が形成されている。作業者は、第１及び第２
の導電板要素５４、５６を力伝達部材１８の空所７４に圧入する際に、印（切欠き１２６
）を目視確認することで、各導電板要素５４、５６の表裏を正確に方向付けて圧入し、両
導電板要素５４、５６の裏面５４ｃ、５６ｃを互いに対向させた配置で力伝達部材１８に
固定することができる。
【００５８】
　ところで、有極電磁継電器では、接極子が電磁石から受ける磁気吸引力を適宜に調整す
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る目的で、接極子の表面に非磁性材料の層を形成する場合がある。このような層は、通常
、銅等の非磁性金属のめっきによって形成される。しかし、本発明に係る有極電磁継電器
は、接極子２８が電磁石２６の励磁によりコイル中心軸線９２ａ（図３）に平行な方向へ
直線移動する構成を有するから、磁気吸引力による各導電板要素５４、５６と鉄心３６の
頭部４８及び継鉄３８の主部分５２との衝突速度が比較的大きくなる傾向がある。そのた
め、各導電板要素５４、５６の表面に非磁性めっき層を形成した場合には、衝突の繰り返
しによりめっき層が剥がれることが危惧される。そこで、本発明に係る有極電磁継電器は
、図７に示すように、接極子２８の第１及び第２の導電板要素５４、５６の表面５４ｂ、
５６ｂ及び裏面５４ｃ、５６ｃに、銅等の非磁性金属材料の層１２８を埋め込んで一体化
した構成を採用している。
【００５９】
　各導電板要素５４、５６に埋め込んで一体化された非磁性金属層１２８は、その表面積
や厚みを適当に選定することにより、接極子２８が鉄心頭部４８と継鉄主部分５２との間
で受ける磁気吸引力を適宜に調整することを可能にする。しかも、各導電板要素５４、５
６が鉄心頭部４８及び継鉄主部分５２に対して衝突を繰返した場合にも、めっきに比べて
剥離等の構造的欠陥を生じ難いから、長期に渡り、接極子２８が受ける磁気吸引力を適正
に調整した状態を維持することができる。なお、第１及び第２導電板要素５４、５６に共
通部品を用いる場合は、上記したように、各導電板要素５４、５６の表面５４ｂ、５６ｂ
及び裏面５４ｃ、５６ｃの双方に非磁性金属層１２８を形成することが望ましい。他方、
第１及び第２導電板要素５４、５６に異種部品を用いることが許容される場合は、それら
導電板要素５４、５６の少なくとも一方が、表面５４ｂ、５６ｂ及び裏面５４ｃ、５６ｃ
の少なくとも一方に非磁性金属層１２８を埋め込んだ構成であれば良い。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の関連技術による有極電磁継電器を示す分解斜視図である。
【図２】図１の有極電磁継電器の主要構成要素を、その機能を説明するべく模式図的に示
す断面図である。
【図３】本発明の一実施形態による有極電磁継電器で使用されるコイル組立の斜視図であ
る。
【図４】図３のコイル組立を用いた電磁石の組立手順を示す図で、（ａ）鉄心組込前の状
態、及び（ｂ）鉄心組込後の状態を示す。
【図５】図３のコイル組立を有する有極電磁継電器を、カバー以外の構成要素を適正に組
み立てた状態で示す図で、（ａ）斜視図、及び（ｂ）断面図である。
【図６】図３のコイル組立を、接極子及び永久磁石を含む磁性可動体と共に示す斜視図で
ある。
【図７】図６の磁性可動体の変形例を示す拡大断面図である。
【符号の説明】
【００６１】
　１０　　有極電磁継電器
　１２　　基部
　１４　　電磁石装置
　１６　　接点部
　１８　　力伝達部材
　２４　　筒状壁
　２６　　電磁石
　２８　　接極子
　３０　　永久磁石
　３２、９４　　巻枠
　３４、９２　　コイル
　３４ａ、９２ａ　　中心軸線
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　３６　　鉄心
　３８　　継鉄
　４０　　胴部
　４６　　軸部
　４８　　頭部
　４８ａ　　外縁領域
　５２　　主部分
　５２ａ　　末端領域
　５４　　第１の導電板要素
　５６　　第２の導電板要素
　５４ａ、５６ａ　　一部分
　５４ｂ、５６ｂ　　表面
　５４ｃ、５６ｃ　　裏面
　８２、１１２　　延長部分
　８６、９８、１００、１０２、１０４　　コイル端子
　９０　　コイル組立
　９６　　導線
　１１６ａ、１１６ｂ　　励磁回路
　１１８　　溝
　１２０　　突起
　１２２　　凹所
　１２４　　面取り部分
　１２６　　切欠き

【図１】 【図２】
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